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出荷制限と風評被害に負けず、施設栽培で原木しいたけを再生産 

 

原発事故に起因する風評被害

により、原木しいたけは施設栽培

による生産物についても「事実上」

出荷できない状況が続いていまし

た。  

今回、「放射性物質低減のため

の原木きのこ栽培管理チェックシ

ート（以下「チェックシート」と

いう。）」を遵守し、取引先の理解

を得て原木しいたけ生産を再開し

た事例を報告します。  

 

 

１  チェックシートの導入  

 大船渡市内で施設栽培を行っ

てきた生産者Ｙ氏は、県が放射性

物質低減ための管理手法をとりま

とめた「チェックシート」が示さ

れたことを受け、これに即して栽

培することを決めました。  

平成 25 年春植菌分から再生産

することとし、普及職員と何度も

検討を加えてチェックシートに沿

った栽培を行いました。  

 

 

２  販路の確保と安全性ＰＲ  

取引先からの理解を得るため、

平成 25 年 10 月に主要出荷先であ

る地方卸売市場大船渡青果㈱（以

下「大船渡青果」という。）を訪問

し、安全・安心なきのこ生産の取

り組みと検査結果を説明しました。 

大船渡青果からは取引を再開す

るとの回答があったうえ、原木し

いたけは冬の食材として人気があ

ることから、継続的な出荷を要請

されました。  

 

 

３  おわりに  

 出荷制限や風評被害により生

産を停止している生産者が多い

なか、今回１人だけですが出荷

再開できました。同市場への出

荷は、出荷制限発出以降初で２

年ぶりとなります。  

 今後は当事例を他の生産者に

示し、１人でも多く生産再開で

きるよう取り組みを進める予定

です。  

ハウス内の原木しいたけ  

大船渡青果へ安全性をＰＲ 


